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▲喜屋武結彩さ

ん（写真左から1
番目）

▲喜屋武結彩さ
ん（写真左から1

番番目）

第29回　西原町平和事業「平和の約束2019」

子ども平和合唱団、ただいま練習中！

「ぼく」は何も知らない
でも　「おじぃ」は知っている　焼けはてた悲惨な光景を
「わたし」は何も知らない
でも　「おばぁ」は知っている　ひもじくおびえた不安な日々を
サトウキビがやさしく揺れ　人々は田畑で歌いあい　さざめきあい
子どもたちは笑い声をたてて駆けていく
そんな穏やかな「西原」の里
でも　突然やってきた「戦争」という大きな魔物
その魔物は村の半分の尊い命を奪った
そして　家族も心もバラバラに引き裂いた
考えるだけでも恐ろしい…
そんなこと考えられない…
今　ぼくたち　わたしたちができること
それは
「戦争」は嫌だといえる勇気を持つこと
「戦争」のこわさを伝えていく勇気を持つこと
「平和」を願うやさしい勇気を持つこと
さあ　約束しよう
「平和」である今日に感謝し　毎日を大切に生きていくことを
さあ　約束しよう
家族や友達を大切に思い　平和な未来のために協力しあうことを
さあ　みんなで約束しよう
「西原」から　恒久平和の願いと　未来への希望を届けることを

『平和の約束』メッセージ
「平和の約束 ～へいわのおと～」

出　演

お問い合わせ

今回の平和の約束は「音」をテーマとし、普段から耳にする様々
な音を通して「平和」を考えていきます。

誰でも参加できます !家庭菜園で作ってみませんか？

【平和メッセージ】西原町子ども会育成連絡協議会
【合唱】西原町子ども平和合唱団
【朗読】読みあいネットワーク喜楽星 7
【ポップス】Promise of peace
【琉舞】玉城流直和会　阿波根直子琉舞研究所
【司会】ＫＥＮ子

日時：6月23日（日）／16：00開場／16：30開演
場所：さわふじ未来ホール

主催：平和の約束実行委員会・西原町
(企画財政課内)☎ 945-4533

入場
無料

資料展

・戦争遺物資料展（西原町立図書館）
6月4日（火）～30日（日）　主管：文化課

・西原町関連資料展（西原町立図書館）
6月14日（金）～25日（火）　主管：文化課

・新里堅進原画展（町民ギャラリー）
6月1日（土）～30日（日）　主管：生涯学習課（中央公民館）

第29回　園芸セミナーに参加しませんか？

チンゲンサイとコマツナの栽培

誰 参 す 庭菜園

チンゲンサイとコマチンゲンサイとコマ

日時：6月24日(月)
14時～16時半

場所：西原町役場
2F災害対策室

ツ

※本イベントは西原町平和音楽祭に変わる平和事業であり、これまでの行政主導の運営手法から町民参画型の手作りイベントと
なっております。

　「平和の約束 2019 ～へいわのおと～」に向けて結成された「子ども平和合唱団」では、応募した小学生から高校生まで
24人が一生懸命練習を重ねています。
　この合唱団は、産学官連携として琉球大学教育学部音楽教育専修・心理臨床科学コースの服部洋一教授とその学生たちが
指導を行っています。練習では、体をほぐすストレッチや声を遠くに届けるイメージでの発声練習の後、ソプラノ、アルト、
男声の 3 パートに分かれて歌い、息継ぎや音程の練習をしました。喜屋武結彩さん（西原南小 4 年）は、「歌詞を覚えてみ
んなで歌うのが楽しい、本番が楽しみ」と笑顔を見せました。

はっとりよういち

きゃん ゆあ

▲服部洋一教授（
左から1番目）

【お問い合わせ】　建設部 産業観光課 農林水産係　☎945-4540
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 【お問い合わせ】　福祉部　福祉保険課　国民健康保険係　☎911-9163
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あなたの健康と家計のためにできること

①生活習慣を改善し、
　生活習慣病を予防しましょう！
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累積赤字
9億

3千万円

　日頃の生活習慣を客観的に見直し改善する
ことで、大きな病気の予防につながります。ま
た、適度な運動を続ける
ことでご自身の健康維
持、医療費の削減にもつ
ながります。年に一度は
健康診断を受け、疾病の
早期発見に努めましょう。

②家計に優しいジェネリック
　医薬品を利用しましょう！

①診療報酬明細書（レセプト）の内容点検強化
②適正な保険税率に向けた見直し及び保険税の収納率向上のための徴収強化
③医療費データ分析に基づく保健事業の実施

　成分や効き目が同等で低価格のジェネ
リックは、国保の医療費削減だけでなく家計
にも優しい薬です。積極的に利用しましょう。

③重複受診をやめましょう !
　度重なる検査や注射・投薬の重複で体に
負担がかかり、かえって症状が悪化してしま
う恐れがあり、医療費の負担も大きくなり
ます。

収入と支出のギャップ解消に向けた町の主な取り組み

・特定健康診査・・・受診率を高める取り組み、とりわけ若年層の受診勧奨を図る
・特定保健指導・・・メタボリックの解消に向けた取り組みに力をいれる
・虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病性腎症の新規患者数を10％減少させる
・特定健診受診率の実績が顕著な自治会に対しての報奨授与の実施
・健康ポイント事業を実施し、ポイント達成者に抽選でさまざまな特典を進呈する

国保累積赤字の推移
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百万
13億

2099万円
13億

1508万円

11億
1931万円

8億
2656万円

9億
5060万円 9億

3154万円

一人当たりの医療費の動向

370,000

350,000

330,000

310,000

290,000

270,000

250,000

230,000
H24 H25 H26 H27 H28 H29

284,804
294,085

303,824
316,186

323,691

355,435

健診・保健指導を受けると
医療費を節約できます!

　特定健診を受けないと、将来あなたが生活習慣病について支払う医療費が、

健診を受けている人と比べておよそ6倍になるリスクがあります！

健診を受けて生活習慣病を未然に防ぐことで、医療費が節約できます！

　特定健診は、メタボリックシンドローム(メタボ)に着目し、糖尿病、脂質異常

症、高血圧症などの生活習慣病の発症や重症化を未然に防ぐための健診です。

 【お問い合わせ】　福祉部　健康支援課　保健予防係　☎945-4791

※メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪のたまりすぎに加えて、高血圧や高血糖、高脂質などが合併した状態のことを指します。
　このような状態が続くと、心臓病や脳卒中の原因となる動脈硬化を進めてしまいます。

健診受診者 6,666円

健診未受診者 36,082円

特定健診を受けて早めに
メタボ対策をとった場合

このままでは生活習慣病になると気づき、保健指導を受
けながら生活習慣を少しずつ改善。

規則正しい食習慣と運動習慣ですっきりボディになり、
生活習慣病の発症も未然に防げます！毎年特定健診を
受けることで、その状態を維持できます。

気づかないうちに静かに動脈硬化が進行し、脳卒中や心
筋梗塞、糖尿病など命にかかわる病気のリスクが高まりま
す。また、就業困難になり、収入が減る可能性も。医療費も
大きな出費になります。心臓病の手術1回で約100万円も
かかります。

①1日3食よく噛んでゆっくり食べる
②腹8分目を意識
③エレベーターは使わず階段を使う
④散歩やウォーキングなど続けられる
ことを始める

特定健診を受けず
メタボを放置した場合

何の症状もないから大丈夫！と今の生活習慣を変えずに
過ごす。

①夜遅くに満腹になるま
で食べる

②胃もたれして朝食を抜く
③特に運動はしない

命にかかわる
病気を発症！

健診と保健指導を受けて、
健康ポイントをもらいましょう！

5月より、西原町国民健康保険健康ポイント事業がはじまってい
ます。健康ポイントを100ポイントためて、特典をゲットしましょう
♪詳しくは次ページをご確認ください。

保健指導って
何だろう？

健診結果を見て、役場の保
健師や管理栄養士が結果を
説明しながら、みなさんの生
活習慣に合ったアドバイス
をします。健康管理の心強い
味方です！

平成30年度

メタボ予備軍を
脱出して健康維持！

あ
な
た
が
支
払
う

医
療
費（
月
額
）
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特定健診を受けて商品券

など特典をGETしよう!

特定健診の受診状況（令和元年
5月7日現在）

　西原町国民健康保険に加入している皆さまへ、健康づくりに取り組む意識の向上と健康づく

りの習慣化を推進することを目的とし、2019年度より「西原町国民健康保険健康ポイント事業」

を実施します。「特定健診」や「20代30代健診」、「がん検診」の受診や町の健康づくり事業に参

加し、ポイントをためることで応募ができます。この機会に「健康」と「お得な特典」をゲットしま

しょう!!対象者と応募方法は下記になります。

健康づくり推進員とは健診受診の呼びかけ、町健康づくり事業へのスタッフ協力等を
担う有償ボランティアです。少しでも興味のある方、お気軽にお問合わせください。

注意事項
●各事業1回のみのポイント付与となります。
●応募は1人1回とし、複数応募をした場合は無効とさせていただきます。
●ポイントを第3者に譲渡することはできません。

※集団健診会場と上記待合場所を結ぶ送迎車両が7:30より巡回を開始します。待合場所への到着時間は不定期のため、待合場所に送迎車
両がいない場合はその場でしばらくお待ちください。
※美咲地区について、美咲公民館周辺道路は朝の7:00～8:30までスクールゾーンになっており送迎車両の通行が不可となるため、待ち合わ
せ場所が兼久公民館になります。

対象者：西原町国民健康保険に加入している方で、2020年3月31日時点で満年齢が30歳以上74歳以下の方
ポイントを貯める期間：2019年5月1日（水）～2020年2月28日（金）

【対象】30歳～60歳代で健康づくりや地域活動に関心がある方
【養成講座】令和元年7月～10月（全4回）予定
【応募方法】健康支援課窓口または電話

応
募
方
法

①ポイントカードをもらう

【特定健診、胃･肺･大腸がん検診】

【配布場所】
・西原町役場⑥健康支援課
・集団健診会場（特定健診、
女性がん検診）
・健康づくり事業を実施する
町内の会場

③抽選に応募

ポイントカード、国民健
康保険証をご持参して
いただき、窓口（西原町
役場⑥健康支援課）に
て応募。

④特典をもらう

応募者の中から、年度途中に実施予定の抽選会
で100名様へ、特典をプレゼントします。当選者に
は当選通知とともに、特典引換券を郵送します。

②100ポイントをためる

健診の受診や健康づくり事業に参加して、
ポイントをためましょう。
・特定健診　50Ｐ
・20代30代健診　80Ｐ
・各がん検診　10Ｐ　等

※特典については、決まり次第、
　広報もしくはホームページへ掲載します。

がんばる
りん!

健康づくり推進員を募集します健康づくり推進員を募集します健康づくり推進員を募集します

 【お問い合わせ】　福祉部　健康支援課　保健予防係　☎945-4791

6/29締め切り

自分・家族のために受けましょう！
【特定健診・
がん検診】

場所：西原町保健センター　受付時間：8:00～10:00　自己負担額：特定健診20-39歳：1,300円
40歳以上：無料、胃がん：900円、肺がん：200円、大腸がん：500円

予約申し込み先：沖縄県健康づくり財団（☎889-6492） Web予約

※70歳以上の方を対象にした胃･肺･大腸がん検診自己負担の免除はありません。

※予約受付時間8:30～16:00

日程

①7月11日（木）
6/11（火）～
6/13（木）

6/2（日）～
6/9（日）

7/2（火）～
7/4（木）

6/21（金）～
6/30（日）②7/22（月）

対象行政区

棚原 棚原公民館

上原 上原自治会コミュニティーセンター

森川 森川コミュニティーセンター

千原 ローソン(琉大北口店)前付近
グリーンマンション前駐車場付近

西原団地 県営西原団地自治会事務所

徳佐田 徳佐田公民館

西原台団地
西原台団地コミュニティーセンター
西原町商工会駐車場

津花波 ※終了後の送りだけ→津花波公民館

呉屋 呉屋自治会コミュニティーセンター

兼久（東崎を含む） 兼久公民館、東崎自治会事務所

与那城

受診率

前年度同時期

平成30年度受診率目標

目標まであと

38.4%

40.3%

60%

1,166人

与那城事務所

我謝 我謝公民館

美咲 兼久公民館 ※待ち合わせ場所にご注意ください

送迎車両の待合場所（7:30～）
予約受付期間

電話予約 Web予約

今だけ特典が
当たるチャンス!!

40歳以上の方の特定健
診はなんと無料なんだり
ん！20代、30代も1,300
円で受けられるりん！将
来の自分が健康で楽し
い毎日を送れるように、
絶対受けてほしいりん♪
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成人男性の風しん抗体検査・予防接種について児童手当現況届の提出について

　昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性は、これまでに風しんの予防接種を受ける機会がなかったた
め、風しんに対する抵抗力がある方(抗体あり)が他の世代に比べて低くなっています。風しんの感染拡大防止のため、この世
代の男性を対象に、2019年度から2022年3月までの3年間風しん抗体検査および予防接種を実施することになりました。
事業開始当初の2019年度は、抗体検査希望者の医療機関への集中と混乱を避けるため、次の方が対象となります。対象者
には抗体検査・予防接種を受けるためのクーポン券を5月末に送付しています。

　令和2年4月に小学校1年生になるお子さんについて、障がいや発達の遅れ等の悩みがある場合または町立小
中学校に在学している児童生徒で、次年度から特別支援学級等への入級や特別支援学校への就学をお考えの場
合は、在園（学）している幼稚園や保育園、学校へご相談ください。（町外の保育園に通っている等の場合は下記の
窓口までご相談ください。）
　お子さんの状況や保護者の意向を確認し、就学先の決定に向けて学識経験者、学校関係者等の専門家から成
る教育支援委員会の意見をもとに相談・就学手続き（教育支援）を進めてまいります。

　児童手当を受給している方は、引き続き手当を受ける要件を
満たしているかを確認するために、6月中に「現況届」の提出が必要です。
受付期間内に現況届の提出がないと6月分以降の手当の振込みができなくな
りますのでご注意ください。

受付日時／9時～11時半・13時半～16時半　※時間厳守

・風しんへの抵抗力がありません
・風しんにかかるリスクがあります

・風しんへの抵抗力があります
・定期の予防接種の対象となりません

お願い

します!

★乳幼児健診及びベビースクールにおいては対象のお子さまには健診日の2～3週間前までには通知をお送りします。
★対象者数によっては人数の調整のため対象となる生年月日が変更となる場合があります。健診の通知が届いているか確認をお願いします。

※受付場所／町民交流センター会議室(役場庁舎内)
※6月初旬頃、受給者の方へ役場からピンク色の封筒で通知書を発送します。必要な書類など内容をよくご確認ください。また、通知
　は大切に保管の上、手続きの際に必ずお持ちください。

保健カレンダー

大

　人

★
子
ど
も

事業名

受付日 行政区名 受付日 行政区名

2歳児歯科健診

3歳児健診

1歳半健診

集団健診（※要予約）

集団健診（※要予約）

女性のがん検診

集団健診（※要予約）

集団健診（※要予約）

6月11日（火） 6月16日（日）

6月17日（月） 平園・兼久・東崎・与那城・美咲

6月18日（火）

6月19日（水）

幸地・幸地ハイツ・棚原・徳佐田・森川 予備日（指定日に来庁できない方の
ための日です）

翁長・坂田・呉屋・津花波・西原台団地

小橋川・内間・県営内間団地・
掛保久・嘉手苅

我謝・西原ハイツ・安室・
桃原・池田・小波津

千原・上原・小那覇 小波津団地・県営西原団地・
幸地高層・坂田高層

6月12日（水）

6月13日（木）

6月14日（金）

6月6日

6月13日

6月20日

6月7日

6月12日

6月19日

6月25日

6月30日

H28.12.1～H29.2.28

H28.1.1～H28.2.5

H29.10.5～H29.11.1

小橋川、内間、県営内間団地、掛保久、嘉手苅、小那覇、平園

西原ハイツ、池田、小波津、小波津団地、安室、桃原

子宮頸がん：20歳以上偶数年齢の方/乳がん：30歳以上偶数年齢で事前予約をした方

幸地、幸地ハイツ、幸地高層住宅、坂田、坂田高層住宅、翁長

全行政区の方が対象です

13：30～15：00

13：30～14：15

13：30～14：15

8：00～10：00

8：00～10：00

13：30～14：30

8：00～10：00

8：00～10：00

西原町
保健
センター

木

木

木

金

水

水

火

日

月日 曜日 対象者 受付時間 場所

 【お問い合わせ】　福祉部　健康支援課　保健予防係　☎945-4791

 【お問い合わせ】　福祉部　こども課　児童手当係　☎945-5311

 【お問い合わせ】　西原町教育委員会・教育部 教育総務課 学務係　☎945-5039

風しんとは『三日はしか』ともいわれ、風しんウイルスの飛沫感染により発熱や発疹、リンパ節の腫れなどの症
状があらわれます。風しんにかかると、身近な方へ感染するだけでなく、妊娠中の女性が感染すると赤ちゃん
が先天性風しん症候群(先天性の心疾患・難聴・白内障)をもって生まれてくる可能性が高くなります。

混雑を避けるため、できるだけ指定日にお越しください。配偶者の方でも手続きできます。日曜日はとても混雑します。時間に
十分なゆとりを持ってお越しください。6月16日（日）は現況届の受付のみです。

2019年度対象者→昭和47年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性

〜抗体検査・予防接種までの流れ〜

クーポン券が届きます

予防接種を受けましょう
（クーポン券、本人確認書類、抗体検査結果通知が必要です）

抗体検査（クーポン券、本人確認書類が必要です）

抗体あり 抗体なし

抗体検査の結果が届きます

※就学、進級直前に他市町村へ転居する場合も、転居するまでは西原町で教育支援の手続きを進めておく必要がありますのでご注意ください。

町立小学校入学予定のお子さま及び在学中の児童生徒の就学相談(教育支援)

●必ず事前に医療機関へ予約・確認をお願いします。実施医療機関は西原町HPで確認できます。
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子育て中の皆さん!地域のママ友、母子保健推進員をよろしくお願いします!

私たちが

母子保健推進員です!!

 【お問い合わせ】　建設部　産業観光課　農地農政係　☎945-4540

 【お問い合わせ】　福祉部　健康支援課 保健予防係　☎945-4791

　西原町では、西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設につい
て指定管理者の公募を行い、平成30年12月の定例議会で指定
管理者として沖縄県農業協同組合（ＪＡおきなわ）が指定されま
した。それを受け、令和元年5月21日に基本協定を結びました。今
後、ＪＡおきなわと連携して西原町を盛り上げていきます！

指定管理締結式令和2年秋頃オープン予定！
平成30年度１期工事完了
基礎工事までが終わりました。

みんなで創ろう、みんなの場所

施設の指定管理者が沖縄県農業協同組合（ＪＡおきなわ）に決まりました！

～農水産物流通・加工・観光拠点施設～

母子保健推進員って

どんな人たちなの？

全国の市町村で実施している「こんにちは赤ちゃん訪問事業」では、生後4か月までの赤
ちゃんがいる家を全部訪問します。子育て情報をお届けしながら訪問するので、お困りご
となどお気軽にお声かけください!!

安里キヨ子
美咲・東崎・我謝

伊波　嘉子
上原

大城　静枝
津波花・小橋川・西原台団地・内間

新垣きよみ
翁長

喜屋武ひろみ
小波津団地・安室・桃原・池田

石川　章子
我謝

平良　初枝
嘉手苅・掛保久

池間　綾子
上原

亀山千恵子
徳佐田・森川・千原

冨村美佐枝
県営坂田高層・坂田・翁長

城間　則子
与那城

永吉　道子
小波津

小谷　林
幸地・県営幸地高層・幸地ハイツ

玉那覇隆子
小那覇

安田　純子
棚原

宮平美佐子
上原

比嘉　朝子
平園・西原ハイツ

高良　一恵
兼久

下地　昌子
県営西原団地・呉屋・県営内間団地

宮城　健子
翁長

①乳幼児健診での身体計測　　②健診未受診者の受診勧奨
③ベビースクールでの託児　　 ④こんにちは赤ちゃん訪問事業
などで活躍しています。

母子保健推進員は

【お問い合わせ】　西原町農業委員会　☎945-5281

あなたの使用している土地は「農地」ではありませんか？
　農業委員会では、農地の適正な利用を図るため農地パトロールを行っています。あなたが貸している又は使用している土
地は下記のケースに該当しませんか。該当する場合は、早急に下記までご相談ください。

2.1以外で、登記簿地目が「畑」である。
地目が「畑」である場合は、農地法に基づく許可等を受けなければいけません。許可をとらずに転用した場合、農振法や農地法に違
反することとなり厳しく罰せられるおそれがあります。（原状回復命令や、懲役・罰金が科される等）

1.「農業振興地域」の「農用地区域」である。
「農用地区域」の場合、登記簿地目にかかわらず
原則として転用することはできません。（地目が
「宅地」や「雑種地」であっても、農業上の利用以
外認められません）

農業振興地域とは農業の振興を図るための地域として、県知事が市町村ご
とに指定する地域。本町の場合、「市街化調整区域」＝「農業振興地域」となり
ます。

農用地区域とはおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土
地として設定した区域。
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◀イベントフォト
　ギャラリーはこちら T o p i c s  i n  t h e  t o w n

わったーまち 話題の
T o p i c s  i n  t h e  t o w n
わったーまち 話題の

T o p i c s  i n  t h e  t o w n
わったーまち 話題の
T o p i c s  i n  t h e  t o w n
わったーまち 話題の

　宝くじの社会貢献広報事業「平成31年度コミュニティ
助成事業」の助成団体に、徳佐田自治会（鳥谷義文会長）
が決定され、西原町役場で決定通知式が行われました。
徳佐田自治会では、地域交流、地域
福祉活動のさらなる活性化のため
運動会用テントやテーブル、イスな
どコミュニティ活動備品の整備を
予定しています。

4月15日 コミュニティ助成事業決定通知式
徳佐田自治会

とりたによしふみ
おおしろゆき

や

たまきよしのぶ

おおしろせいいち

　町内の才能と意欲ある若者を支援することを目的とし
て、「第22回チャリティー展示即売会」(NPO法人西原町人
つくり支援の会主催）がサンエー西原シティーで開催され
ました。当会は、収益金の一部を町立小中学校への図書寄
贈、大学生への奨学金、芸術・スポーツ等の奨励金に活用
しています。大城誠一理事長は「わったー西原町から輝く
人材が育つように、これからも支援していきたい」と抱負を
述べました。趣旨に賛同した文化協会の会員や芸術家の陶
器やガラス、絵画、書道、手工芸品などの作品が並び、多く
の方が訪れ作品を購入し支援の輪が広がっていました。

4月19日
~21日 チャリティー展示即売会で若者支援

　マリンレジャーシーズンの到来を告げるきらきらビーチ海
びらきが、クリード西原マリンパークで行われました。同ビー
チは年間80万人以上が訪れる県内有数の人気ビーチであ
り、指定管理者クリード沖縄玉城芳信代表取締役社長より「今
年も死亡事故0のビーチを守るため、事故がないよう気を引
き締めたい」とあいさつがありました。当日はダンススタジオ
AIR HEADS、かりゆし太鼓や棚原ミルク太鼓、西原みらい友
好会の獅子舞などのアトラクションの他に、中城海上保安部・
東部消防・浦添警察署・ハートライフ病院合同の訓練が開催
され、日頃の訓練の成果が披露されました。

きらきらビーチ海びらき！4月21日

　子どもの健やかな成長と健康を願って、第12回手作り
こいのぼり掲揚式（西原町社会福祉協議会主催、大城幸
哉会長）が町電設会の協力を得て西原町中央公民館駐車
場で行われました。同式には愛和保育園や西原南幼稚園
など7園の園児が参加し、坂田保育所の代表園児が力を
合わせて大きなこいのぼりを空高く掲げた後、さわりんと
一緒に全園児で元気一杯さわりんダンスを踊りました。こ
どもの日を前に、たくさんのカラフルな手作り鯉のぼりに
囲まれて園児は嬉しそうに歓声を上げていました。

仲良く泳ぐ　こいのぼり4月25日

　西原町内の4児童館で活動するファミリークラブ会員
の母親たちが、町立4小学校の新一年生の児童のために
手作りのお守り（397個）をプレゼントしました。お守りは
子どもたちの交通安全と健全育成を祈願したもので、子
どもたちが「無事におうちへ帰っ
てくる」ことを願って、カエルのイ
ラストがデザインされています。

※ファミリークラブは「町の子はみんなわが子」を合言葉に、児童館
を拠点として、子どもたちの健全育成を目指して活動しています。

戦後掘り出された陣地壕。床に杭木片が散乱して
いた。数日後、壕は斜めに落盤して崩れた。

モッコ

ツルハシ

ピカピカの1年生　お守り贈呈4月

西原東児童館 西原南児童館

坂田児童館

　
先
日
、町
指
定
文
化
財
で
あ
る
戦
跡
壕
内
の

清
掃
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

　
昭
和
、平
成
と
70
年
以
上
も
風
雨
に
耐
え
て

き
た
壕
内
の
あ
ち
こ
ち
に
、落
盤
し
た
土
砂
が

積
も
っ
て
い
ま
す
。「
い
つ
ま
で
形
を
保
っ
て
い

ら
れ
る
の
か
」壕
を
訪
れ
る
た
び
祈
る
よ
う
な

気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　
西
原
町
内
の
土
は
、ほ
と
ん
ど
が
も
ろ
く
崩

れ
や
す
い
ニ
ー
ビ（
砂
岩
）や
ク
チ
ャ（
泥
岩
）

で
、字
幸
地
に
駐
屯
し
た
野
戦
重
砲
第
一
連
隊

の
旧
日
本
兵
の
手
記
に
も
、そ
の
様
子
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。連
隊
は
、東
風
平
村（
当
時
）字

志
多
伯
に
南
東
海
域
向
け
の
壕
を
築
い
て
後
、

西
原
村（
当
時
）字
幸
地
に
、西
南
海
域
向
き
の

壕
を
構
築
し
ま
す
。

　
初
日
は
、壕
を
掘
っ
た
土
を
捨
て
る
モ
ッ
コ

編
み
か
ら
始
ま
り
、幸
地
の
集
落
内
か
ら
ワ
ラ

を
集
め
て
打
ち
、皆
で
編
む
。

　
翌
日
、２
ｍ
く
ら
い
穴
を
掘
る
と
、上
か
ら

ゴ
ソ
ッ
と
大
き
な
土
の
塊
が
落
ち
て
く
る
た

め
、場
所
を
変
え
て
４
ｍ
掘
っ
て
帰
る
と
、翌
日

に
は
縦
横
に
走
る
土
の
層
が
グ
シ
ャ
グ
シ
ャ
に

落
盤
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
場
所
を
変
え
、今
度
は
落
盤
防
止
の

杭
木
を
入
れ
な
が
ら
掘
る
。暗
い
穴
に
鏡
を
向

け
、反
射
し
た
光
を
頼
り
に
掘
り
進
む
。穴
か

ら
ト
ロ
ッ
コ
の
線
路
を
敷
い
て
作
業
も
本
格

的
と
な
る
。ツ
ル
ハ
シ
の
先
も
す
ぐ
丸
く
な
る

か
ら
、志
多
伯
で
焼
き
直
し
て
交
換
す
る
。杭

木
が
足
ら
な
く
な
る
と
、普
天
間
街
道
の
松
並

木
を
切
り
倒
し
に
出
か
け
、補
充
す
る
。

と
い
っ
た
具
合
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

　
壕
内
に
残
る
ツ
ル
ハ
シ
の
刃
跡
を
見
る
と

「
す
べ
て
が
人
力
だ
っ
た
な
ん
て…

」あ
ら
た
め

て
当
時
に
思
い
を
は
せ
る
令
和
元
年
の
６
月

な
の
で
し
た
。

教
育
部
文
化
課 

文
化
財
係

☎
９
４
４-

４
９
９
８

問
い
合
わ
せ

し
た
は
く

游泳期間：4月21日～10月20日

クリード西原マリンパーク
☎944-5589

町内児童館でもこいのぼり集会が行われたりん♪

〜
沖
縄
戦
か
ら
74
年
〜

〜
沖
縄
戦
か
ら
74
年
〜

文
化
財
コ
ラ
ム

こ
ち
ん
だ
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平成31年度　町県民税の課税について

下水道接続工事に
補助金を支給します

○町県民税が課税される方

●助成内容

建物の種類 合併処理浄化槽を設置している建物 単独処理浄化槽または、汲み取り式便所を設置している建物

工事費が5万円以上の場合は、5万円 工事費が10万円以上の場合は、10万円

工事費が5万円未満の場合は、掛かった金額 工事費が10万円未満の場合は、掛かった金額
補助額

※新築建物の工事は除きます。

・平成31年1月1日現在、西原町に住所を有する方
・平成31年1月1日現在、西原町に事務所・事業所等を
有する個人で、町内に住所を有しない方については、
均等割のみ課税されます。

　工事期間中河川沿いの町道が一部使用できなくなる
ため、右記の間片側交互通行となります。町民の皆様に
は大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよ
ろしくお願い致します。

○町県民税が課税されない方（非課税）
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額
が125万円以下の方
・前年中の所得金額が下記を下回る方
28万円×（扶養人数＋1人）＋16.8万円
※被扶養者がいない場合は28万円以下の方

【片側交互交通規制期間 】 
5月末～令和2(2020)年2月末予定
【工事名】小波津川3号車道橋下部工工事（Ａ1）

※課税内容について、疑問やご不明な点がある場合はお気軽に下記連絡先までご連絡ください。

 【お問い合わせ】　総務部　税務課　町県民税係　☎945-4729

 【お問い合わせ】　建設部　土木課　土木係　☎945-4415

 【お問い合わせ】　建設部 上下水道課　管理係　☎945-4934
 【お問い合わせ】
総務部　税務課　徴収収納係　☎945-4729

滞納は許しません！

悪質滞納者には差押を
執行しています。
※納税相談も行っています。
滞納処分を受ける前にお早目にご相談ください。

平成30年度　町税滞納処分実績
不動産差押
預貯金差押
給与差押
車両差押
交付要求・参加差押
その他差押
不動産公売
捜索

7件
126件
14件
1件
12件
12件
1件
1件

174件合　計

小波津川橋梁工事に伴う一部通行規制について

小波津川

平園
ハイツ
入口

平
園
橋

（株）トクシュ

329号方向→

←役場方向

さわふじ
保育園

工事箇所

片側交互通行区間

　敷地内の排水設備工事（浄化槽などから下水道への切替工事）に補助金を助成します。
きれいな海や川を守り、快適な生活環境の向上を図るために、早めの接続をお願いします。

受付期間
6/3（月）～
10/31（木）
予定

補助対象は、下水道が使用できる区域で、下水道への接続が可能になった日以降に申請された補助要綱の条件に合うものです。
詳細は、西原町ホームページ（トップページ→暮らし・手続き→上下水道→下水道接続工事の補助金がスタートしました）をご確
認いただくか、上下水道課へお問い合わせください。
【注意】工事の途中または完了後の申請はできません。必ず、工事着手前に補助金交付決定通知書を確認してください！

2018

ダメ

6月3日より

平成31年度(平成30年分)

〇町県民税申告受付　再開

〇所得証明書等　発行

します。

※収入がなかった場合でも、「収入がな
かった」旨を申告しないと所得証明書等の
発行ができないことがあります。また、申
告をしてから証明書を発行するまで1週
間程度お時間を頂いております。ご了承
ください。
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自分の土地（財産）を守るのは、“所有者自身”です。

環境整備することが、ハブ対策につながります。

1、こまめに草を刈るなど、常に土地の見通しがきく、きれいな状態にしましょう。
2、柵をする、土のうを積む、入口に鍵・鎖を設けるなど、進入されにくい環境を作りましょう。
3、定期的に見回りするなど、常に状況を把握しましょう。

場　所日　付

6月30日（日）

・予防注射　3,400円（注射済票交付のみの方は550円）
・新規登録　3,000円（鑑札票再交付の方は1,600円）  ※会場で新規登録も受け付けています。
①注射会場へは、送付されたハガキをご持参ください。
②おつりのないようにご協力をお願いします。

西原町役場正面玄関前 9時～12時・13時～16時

受付時間

あなたの周りの環境対策に取り組みましょう!

 【お問い合わせ】　総務部　生活環境安全課　環境保全係　☎945-5018

 【お問い合わせ】　建設部　上下水道課　給水係　☎945-4934

6月は、6月5日の「環境の日」を中心とする「環境月間」です！

不法投棄を

予防しよう！

　西原町では、町内全域のパトロールや不法投

棄監視カメラの設置などを実施し、ごみの不法

投棄や廃棄物の野外焼却（家庭での焼却を含

む）などの防止に努めています。

　不法投棄や廃棄物の不法焼却は法律違反で
す。懲役または罰金刑となる可能性があります！
そのような行為は絶対にやめましょう。

　沖縄県内では年間60件前後のハブ咬傷被害が発生しており、西原町内でも3年連続（過

去10年間では11件）で咬傷事故が起きています。住宅敷地内でのハブの目撃情報も寄せら

れており、町民の日常生活に影響を及ぼすおそれがあります。

　ハブ被害を防ぐ身近な方法として、敷地内の草刈りや餌となるネズミの寄り付かない環
境づくりなどのハブが生息・侵入しにくい環境整備を行い、被害を未然に防ぎましょう。

狂犬病予防注射をお忘れなく！
今年度の狂犬病集合予防注射は、6月30日（日）が最後です。飼い犬にまだ狂犬病の予防注射を受け

させていない方は、この機会にぜひ受けさせてください。

登録と狂犬病予防注射は、飼い主の義務です。きちんと登録し、狂犬病予防注射を受けさせましょう。
　毎年6月1日～7日は「水道週間」です。水道利用者の理解と関心を深めるため、全国的に広報活動を中心とし
たさまざまな関連行事が催されます。本町でも下記行事を予定しております。

※午前・午後とも、受付開始直後は混雑が予想されます。

料金

注意事項

受水槽や高置水槽の管理は、
建物の管理者（所有者）の責任です！
　貯水槽水道（受水槽や高置水槽のある建物）を使用している場合、貯水槽以降の水質の管理は、建物の所有者または管理者が行
うことになっています。安全でおいしい水道水を配水管からお届けしても、受水槽や高置水槽などの内部が不衛生では、安心して
水道水を飲むことができません。管理が不適切な場合が見受けられますので、十分な衛生管理をお願いします。

第61回
水道週間

タンク容量
10㎥を超える

タンク容量
10㎥以下

水道法により清掃及び検査が義務付けられています（下記管理基準参照）
検査、指導等は福祉保健所が行っているため、各種届出、報告が必要となります。

簡易専用水道

簡易専用水道に準じて管理するよう努めなければなりません（西原町給水条例）
設置者と利用者が同一の戸建住宅（一般家庭）は、管理基準の対象外であります
が適正な管理を心がけてください。

小規模貯水槽水道

貯水槽
水道

・節水パレード／6月3日14時～（西原町管工事協同組合と共催で車両による広報パレード）
・水道施設見学／6月3日、6日、7日、13日　（町立各小学校4年生を対象に西原浄水場等を施設見学）

「いつものむ　いつもの水に　日々感謝」平成３1年度水道週間スローガン

定期的に点検・清掃を！

管
理
基
準

1.貯水槽の清掃
１年以内ごとに１回、定
期的に貯水槽（タンク）の
清掃を行い、清掃時に水
槽内の破損や劣化の点
検を行いましょう。

2.貯水槽の点検
有害物、汚水等に汚
染されていないか、水
槽内に異物の混入が
ないかなど、定期的に
点検を行いましょう。

3.水質検査の実施
１年以内ごとに１回以
上、定期的に水の色、濁
り、臭い、味、残留塩素の
有無に関する水質の検
査を行いましょう。

4.給水停止及び利用者への周知
供給する水が人の健康を害するおそれがある
とわかった時はただちに給水を停止し、その水
を使用する事が危険であることを関係者に周
知して下さい。

※貯水槽清掃業、同水質検査業の登録業者については南部福祉保健所（☎889-6799）又は上下水道課へお問合せください。

高齢者セミナー開催
期日：7月25日（木）　開催地：那覇市内

高齢者活躍人材確保育成事業

西原町内にお住まいの60才以上の働く意欲のある方
シルバーセンターの活動内容や入会方法を説明します
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日常生活のあらゆる相談に乗ります。
※電話相談にも応じています。また、17
時以降は留守番電話で受け付けます。

※予約優先　時間／10時～16時（12時～13時を除く）
　　　　　　　　　　みや ら りつ こ
福祉相談【宮良律子】･･･生活のための手段や生活費に
関する相談
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ぎ  ま  ゆう こ
障害福祉なんでも相談【儀間優子】･･･障害のある方や、
発達が気になる方、その家族などが抱える悩み・困りご
とに関する相談
　　　　　　　　 かきのはなほうじゅん
法律相談【垣花豊順（弁護士）】･･･法律に関するあらゆ
る相談（相談時間：13時～16時）
　　　　　　　　　　　　  な  か あき お
司法書士相談【名嘉章雄（司法書士）】・・・不動産相続や
贈与、借金問題、遺言や公正証書等の相談（※相談時間：
13時～16時）
　　　　　　　　　　　　　　　　  たま な   は よし え
消費生活・家庭相談【玉那覇良江】･･･訪問販売、契約の
トラブル、サラ金等の借金問題や親子・夫婦間の悩み、
近隣トラブルなどの相談
　

問 合 せ西原町社会福祉協議会
事前予約☎945-3651　 FAX946-6777
電話相談☎835-8822（※17時以降、留守番電話）

 【お問い合わせ】　福祉部　福祉保険課　社会福祉係　☎911-9163

　西原町では、長寿をお祝いし、敬老思想の高揚を図ることを目的として「敬老祝金・記念品」を支給します。
対象者の方には案内文を送付します。

敬老祝金等の対象者・支給額のお知らせ

【対象者・支給額】

支給額

記念品

トゥシビー（数え85歳）
（S10.1.1～12.31生）

3,000円
ー

トーカチ（数え88歳）
（S7.1.1～12.31生）

3,000円
台紙付写真

カジマヤー（数え97歳）
（T12.1.1～12.31生）

5,000円
台紙付写真

満100歳
（T8.4.1～T9.3.31生）

5,000円
ー

平成31年4月26日現在 人口：（男）17,814人　（女）17,476人　（男女計）35,290人　世帯数：14,612世帯

お
知
ら
せ
で
〜
び
る

　後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
均
等

割
に
つ
い
て
、今
ま
で
9
割
軽
減
と

な
っ
て
い
た
方
は
今
年
度
よ
り
8
割

軽
減
に
変
わ
り
ま
す
。詳
し
い
内
容

に
つ
い
て
は
、後
期
高
齢
医
療
被
保
険

者
へ
沖
縄
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
よ
り
送
付
さ
れ
る
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】福
祉
部
　福
祉
保
険
課

後
期
高
齢
医
療
係

☎（
9
1
1
）9
1
6
3

　平
成
31
年
3
月
31
日
現
在
の
西

原
町
の
予
算
執
行
状
況
、
保
有
財

産
、
町
債
償
還
状
況
等
を
町
H
P

に
て
公
表
し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く

だ
さ
い
。
H
P
ト
ッ
プ
↓
財
政
↓

財
政
事
情
書
↓
平
成
30
年
度

【
問
合
せ
】総
務
部
　企
画
財
政
課

財
政
係

☎（
9
4
5
）4
5
3
3

　工
業
統
計
調
査
は
日
本
の
工
業

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

統
計
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の

で
す
。
調
査
結
果
は
中
小
企
業
施

策
や
地
域
振
興
の
基
礎
資
料
と
し

て
活
用
さ
れ
ま
す
。
調
査
票
へ
の
ご

回
答
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
調
査
対
象
】従
業
者
4
人
以
上
の

す
べ
て
の
製
造
事
業
所

【
問
合
せ
】総
務
部
　企
画
財
政
課

統
計
係

☎（
9
4
5
）4
5
3
3

　総
務
省
統
計
局
（
沖
縄
県
・
西

原
町
）
で
は
、
6
月
よ
り
経
済
セ

ン
サ
ス
基
礎
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
こ
の
調
査
は
、
す
べ
て
の
産

業
分
野
に
お
け
る
事
業
所
の
活
動

状
態
等
の
基
本
的
構
造
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
新
た
に
把
握
し
た
事
業
所
や

一
部
の
事
業
所
に
は
、
統
計
調
査

員
が
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
の

で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
又
は
郵
送

に
よ
る
調
査
へ
の
ご
回
答
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】総
務
部
　企
画
財
政
課

統
計
係

☎（
9
4
5
）4
5
3
3

　西
原
町
男
女
共
同
参
画
条
例

で
、
6
月
は
男
女
共
同
参
画
月
間

に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
西
原
町

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

均
等
割
が
９
割
軽
減
の
皆
様
へ

平
成
30
年
度
下
半
期
西
原
町

財
政
事
情
書
の
公
表
に
つ
い
て

経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

「
地
域
間
連
携・交
流
イ
ベ
ン
ト

助
成
事
業
」助
成
金

６
月
は
男
女
共
同
参
画
月
間
で
す

農
業
者
年
金
に
つ
い
て

製
造
事
業
所
の
皆
様
へ

2
0
1
9
年
工
業
統
計
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

で
は
期
間
中
、
男
女
共
同
参
画
社

会
の
実
現
を
目
指
し
て
パ
ネ
ル
展

を
実
施
し
ま
す
。

【
開
催
期
間
】6
月
17
日
（
月
）〜
6

月
28
日
（
金
）

【
場
所
】西
原
町
町
民
交
流
セ
ン

タ
ー
町
民
広
場（
役
場
庁
舎
内
）

【
問
合
せ
】総
務
部
　企
画
財
政
課

男
女
共
同
参
画
係

☎（
9
4
5
）4
5
3
3

　中
部
広
域
圏
の
個
性
豊
か
な
地

域
特
性
を
有
機
的
に
連
携
さ
せ
、

50
万
人
都
市
圏
に
ふ
さ
わ
し
い
中

部
広
域
圏
の
活
性
化
に
繋
げ
て
い

く
こ
と
を
目
指
し
、
中
部
広
域
圏

内
の
連
携
・
交
流
イ
ベ
ン
ト
に
対

し
て
助
成
す
る
事
業
で
す
。

【
助
成
対
象
イ
ベ
ン
ト
】

（
1
）関
係
市
町
村
の
団
体
が
連
携

し
て
行
う
イ
ベ
ン
ト
、も
し
く
は
交

流
で
き
る
イ
ベ
ン
ト

（
2
）関
係
市
町
村
の
住
民
が
主
体

的
に
交
流
で
き
る
イ
ベ
ン
ト

【
助
成
の
対
象
団
体
等
】関
係
市
町

村
が
推
薦
す
る
団
体

【
助
成
額
】

（
1
）関
係
市
町
村
1
市
町
村
あ
た

り
21
万
円
以
内

（
2
）複
数
の
関
係
市
町
村
の
団
体

等
が
連
携
し
て
開
催
す
る
イ
ベ
ン

ト
は
、1
市
町
村
あ
た
り
の
助
成
金

を
超
え
な
い
範
囲
で
合
算
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

【
提
出
期
限
】8
月
23
日（
金
）

【
申
請
窓
口
】総
務
部
　企
画
財
政

課
　地
域
振
興
係

☎（
9
4
5
）4
5
3
3

【
問
合
せ
】中
部
広
域
市
町
村
圏
事

務
組
合

☎（
9
2
9
）1
6
8
5

　国
民
年
金
の
第
1
号
被
保
険
者

で
60
歳
未
満
、
年
間
60
日
以
上
農

業
に
従
事
し
て
い
る
方
は
、
だ
れ

で
も
加
入
で
き
ま

す
。
詳
細
は
農
業

者
年
金
基
金
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】農
業
委
員
会

☎（
9
4
5
）5
2
8
1

J
A
お
き
な
わ
西
原
支
店

☎（
9
4
5
）5
2
2
5

介護保険料以外は西原町役場支払窓口でも支払可能（開庁時間8：30～17：15）お昼休みも支払い可

6月分

種　目 納期限 口座振替日

町県民税

学校給食費　（6月分）

保育所保育料（6月分）

幼稚園保育料（6月分）

預かり保育料（6月分）

（1期）

6月10日（月）

7月10日（水）

7月1日（月）

納め忘れにご注意！

～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～町内相談機関

総 合 相 談

月

火

不登校の児童・生徒や保護者への支援
や助言を行います。

相談日時　月～金曜　8時30分～17時15分（12時～13時
を除く）

　　　　　　　　　うちまやすのぶ　 あらかきかつえ   うえまえかずよ
相 談 員　内間安延、新垣克枝、植前和代
問 合 せ　教育相談室（西原町中央公民館内）　☎944-3603

教 育 相 談

国などの行政機関に対する苦情や要望
に関する相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　あらかきとものり
相 談 員　新垣朝憲
問 合 せ　行政苦情110番　☎ 0570-090-110
 総務部総務課　☎945-5011

行 政 相 談

就職に関するお悩みをひとりひとりに
あったかたちでサポートし、お悩みを
解決します。

相談日時　随時
　　　　　　　　    ほかま
相 談 員　外間
問 合 せ　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内） ☎945-4540

雇 用 相 談

高齢者やそのご家族などからの介護や
保健、福祉に関する相談に応じます。 

相談日時　随時　※事前にお電話でご予約をお願いします。
問 合 せ　西原町地域包括支援センター　☎882-0117

高齢者の方の
相談全般

いじめ、DVなど人権に関わることの
相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　  ご   や  まさのり　    ご   や  かつ じ　    よ  な みねひとし　 い れい
相 談 員　呉屋正則、 呉屋勝司、 與那嶺 等、 伊礼キヨ、
　　　　　　　　　しも  じ  ひろくに　  かわみつ
 　下地宏邦、 川満ヤス子
問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

人 権 相 談
水

木

金

日　時 6月5日（水） 13時～16時
西原町役場　正面玄関内ロビー
新垣朝憲（総務大臣委嘱）

場　所
相談員

あらかきとものり

※予約不要、相談無料で秘密は固く守られます。
※行政苦情110番（0570－090－110、8：30～17：15）でも相談を受け付けています。

新垣委員

「行政」への意見・要望・苦情を伝えたい
～行政相談所～

【お問い合わせ】総務部 総務課  広報係　☎ 945-5011

行政相談委員（以下、相談員）は、毎日の暮らしのなか
で感じている国などの行政機関に対する苦情や意
見、要望を直接受け付け、その解決、実現に努めます。

←与那原 中城→

内間交差点小那覇交差点

ローソンココ

サンエー
西原シティ

250m

西原町字内間111-2
TEL.882-9155

お 見 積 り 調 査 無 料 ! !

台所・浴室・トイレ
水廻りのリフォーム

《西原町給排水工事指定店》

水道管取替え工事

下水道接続工事

お気軽に
お電話下さい。

西原町の情報をココからゲット

ホームページ フェイスブック ツイッター 広報にしはら

ゆいわらび(子育て情報) さわりんインスタグラム さわりんフェイスブック
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【申込先・お問い合わせ】　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）　☎945-4540

【お問い合わせ】　西原町立図書館　☎944-4996

【お問い合わせ】
西原町青少年健全育成協議会　☎945-5036

【お問い合わせ】　令和元年度全国高等学校総合体育大会　西原町実行委員会　☎945-8095

就活のための講座を開催中！

会社が好循環で回る！人手不足の解決策

※事前申込（電話）が必要です。定員に達し次第、申込終了とさせていただきます

※ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象になります。
※スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。申込の際にご確認ください。

日　時：6月27日（木）15：30～
場　所：中央公民館　ホール
発表者：西原中学校、

西原東中学校の代表各3名

【対象】 西原町民　【定員】 各講座10～15名程度　【場所】 西原町役場内  会議室

6月

7月

メイク＆コーディネートの基本　～第一印象が変わる！～

お仕事見学ツアー第2弾！　～見て・聞いて・感じてみよう！～

応募書類のポイント　～応募書類のあれこれ～

ハッピーに過ごす為の時間管理術　～私が輝くビジネススキル～

◆スキルアップ講座《14：00～15：30》　※事前申込（電話）が必要です。

◆就職セミナー《14：00～16：00》　※事前申込（電話）が必要です。

◆町内企業のための人材確保セミナー

4日（火）

3日（水）

6月13日（木）
7月26日（金）

25日（木）

26日（水）

「どんな仕事が向いているのかわからない」「やりたいことが見つからない」という方でも大丈夫！まずはどんなお
仕事があるのか直接確認してみましょう！町内の事業所を３～４箇所見学に行きます。働いている方の生の声をあな
たも聞いてみませんか？　※開催時間13：00～16：30

・就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策までしっかりサポート！
・個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定までサポートします。

就職セミナー 個別相談

受講料
無料

　この夏、全国高等学校総合体育大会（通称：インターハ
イ）が南部九州ブロック4県で開催されます。8競技10種目
が沖縄県で行われ、そのうちサッカー競技が西原町を含め
た8市町村（金武町、恩名村、北谷町、中城村、西原町、南風
原町、南城市、八重瀬町）で実施されます。
　高校生最大のスポーツの祭典をみんなで盛り上げるた
め、応援よろしくお願いします。

　中学生が日常生活をとおして考えていることを広く社会
に訴え、社会の一員としての自覚を促すことを目的に少年
の主張大会を開催します。中学生の豊かな発想と社会への
提言に耳を傾けてみませんか？

生涯学習のマスコット
「 マナビィ 」

児童館情報は
ここで
チェック！278

No.

令和元年6月1日

※行事は全て図書館内で行われる予定です。都合により、行事や休館日の日程等が変
更になることがあります。

3日（月）、10日(月)、17日（月）、20日（木）、23日(日)、24日(月)
6月の休館日

・8日（土）
11時～

6月のおはなし会

図書館からのおしらせ

6月の
おすすめ
絵本

【梅雨】
・どしゃぶり
・みずたまり
・だれといっしょに
いこうかな？

【父の日】
・こころのおと
・オレ、カエルやめるや
・チンチンボンボさん

【慰霊の日・平和】
・へいわってすてきだね
・せんそうしない
・げっとうの花咲くとき

【西原町開催競技】 サッカー競技（男女）
【西原町競技会場】 西原町民陸上競技場
【西原町開催競技日程】
7/26(金)…男子1回戦　2試合
7/27(土)…男子2回戦　2試合
7/29(月)…女子2回戦　2試合
7/31(水)…男子準々決勝　1試合

少年の主張大会

【お問い合わせ】沖縄県立石川青少年の家　☎964-3263

日　時：7月13日（土）～7月14日（日）
場　所：沖縄県立石川青少年の家
対　象：小学生以上の家族
定　員：20名程度
料　金：大人 2,000円　子ども 1,500円
申込期間：7月2日（火）～9日（火）9：00～17：00

電話にてお申し込みください。

【日　時】 7月19日（金）14時～16時　受講無料
【対　象】 西原町内企業の事業主、経営幹部、人事担当、創業予定の方
【定　員】 30名　【場　所】 西原町役場内　会議室

※キャンセルする場合は、10日までにお願いします。

親子で野外料理に挑戦しよう

自然とふれあう家族のつどい

ダッチオーブンでの料理作りにチャレンジ!!

 【お問い合わせ】　福祉部　健康支援課　☎945-4791

※2019年3月下旬に送付した①「2019年度 西原町の健診総合ガイド」、②「平成31年度 若年健診ガイド」、③「平成31年度 長寿健診ガイド」④「平成31年度 がん検
診ガイド」に掲載の自己負担額等に改定がありました。下記の通り訂正し、お詫び申し上げます。

健康支援課より健診ガイド訂正のお知らせ

集団健診での心電図、眼底、
貧血検査の自己負担額

とよみ生協のがん検診の自己負担額

若年 乳がん検診の検査内容

とよみ生協 30代乳エコー料金

歯周疾患検診の受診期間

（誤）心電図：1,029円　眼底：618円　貧血：309円　（正）心電図：1,296円　眼底：1,080円　貧血540円

（誤）胃：1,751円　肺：899円　大腸：999円　（正）胃：1,752円　肺：900円　大腸：1,000円

（誤）マンモグラフィー検査→（正）超音波（エコー）検査

（誤）2,124円→（正）2,125円

（誤）4月1日→（正）5月1日

相続・遺言の相談は無料です！

～人材確保・定着に大事なこと～

どの業種においても人手不足で企業が悩む今、社会保険労務士
からみる「人手不足」にはどんな対策が必要なのか、成功事例
や失敗事例を交えながらわかりやすくご紹介します。

人手不足で悩んでいる事業主の方必見！
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